
 

 学習
がくしゅう

の時
とき

に 友
とも

だちとのかかわり 教職員
きょうしょくいん

とのかかわり 学校
がっこう

での生活
せいかつ

・その他
た

 

基
本

き

ほ

ん 

・正直
しょうじき

に生
い

きよう ・お互
たが

いに優
やさ

しさをもって接
せっ

しよう 

・「みんなのやくそく」を守
まも

ろう ・しっかり勉 強
べんきょう

しよう 

ロ
ー
ル
モ
デ
ル 

・授業
じゅぎょう

の前
まえ

に準備
じゅんび

ができている。 

・先生
せんせい

や友
とも

だちの話
はなし

・発言
はつげん

をしっかり聞
き

く。 

・自分の意見をしっかり言う。 

・学習を最後までやりとげる。 

・友
とも

だちのよいところを見
み

る。 

・お互いのよいところを生
い

かす。 

・どの友
とも

だちとも分
わ

けへだてなく接
せっ

する。 

・相手
あいて

のことを考
かんが

えた言葉
ことば

づかいをする。 

・教職員
きょうしょくいん

も一人
ひとり

の人間
にんげん

として尊敬
そんけい

して話
はなし

をし

っかり聞く
き く

。 

・教職員
きょうしょくいん

から言
い

われなくてもすべきことを

考えて
かんがえて

すすんで行動
こうどう

する。 

・身
み

の回
まわ

りや学校
がっこう

をきれいにする。 

・進
すす

んで元
げん

気
き

よくあいさつをする。 

・外
そと

で遊
あそ

ぶときは、家
いえ

の人
ひと

に行
ゆ

き先
さき

や時間
じかん

を伝
つた

える。 

・携帯
けいたい

電話
でんわ

/スマホ/タブレットの使
つか

いすぎなど、

使
つか

い方
かた

に注意
ちゅうい

する。 

モ
デ
ル 

・自分
じぶん

から進
すす

んで意
い

見
けん

を言
い

う。 

・毎時間
まいじかん

、集中
しゅうちゅう

して取
と

り組
く

む。 

・自主
じしゅ

学習
がくしゅう

を進
すす

んで行
おこな

う。 

・正
ただ

しい言
こと

葉
ば

を使
つか

う。 

・お互い
おたがい

によりよくなるよう声
こえ

かけ合
あ

う。 

・困って
こま っ て

いる人
ひと

がいると声
こえ

をかける。 

・友
とも

だちと協力
きょうりょく

して活動
かつどう

する。 

・注意
ちゅうい

されたら、まず自分
じぶん

にまちがいがなかった

かを考
かんが

え素
す

直
なお

に受
う

け止
と

める。 

・言
い

われなくても、授業
じゅぎょう

のルールを守
まも

って取
と

り組
く

む。 

・約束
やくそく

の時間
じかん

までに家
いえ

に帰
かえ

る。 

・物
もの

やお金
おかね

をあげたり、もらったりしない。 

・楽
たの

しく遊
あそ

ぶ。 

・校
こう

区内
くない

で遊
あそ

ぶ。 

こ
れ
だ
け
は
守

ま

も

ろ
う 

・授業
じゅぎょう

の始
はじ

まりの時間
じかん

を守
まも

ろう。 

・関係
かんけい

のない物
もの

は持
も

ってこないようにしよう。 

・宿題
しゅくだい

は必
かなら

ずしよう。 

・教室
きょうしつ

や学校
がっこう

から出ないようにしよう。 

・いじめは絶対
ぜったい

に許
ゆる

さない。 

・見
み

て見
み

ぬふりも許
ゆる

さない。 

・暴力
ぼうりょく

/
／

暴言
ぼうげん

も絶
ぜっ

対
たい

許
ゆる

さない。 

・自分
じぶん

の命
いのち

も友
とも

だちの命
いのち

も大切にしよう。 

・命
いのち

を絶対
ぜったい

に粗末
そまつ

にしない。 

・呼
よ

ばれたら「はい」と返事
へんじ

をしよう。 

・「です」「ます」を使
つか

って話
はな

そう。 

・正
しょう

直
じき

さと素
す

直
なお

さを大事
だいじ

にしよう。 

・物
もの

を大事
だいじ

に使
つか

おう。 

・壊
こわ

したり、すぐに捨
す

ててしまったりしない。 

・服そう
ふくそ う

、身
み

だしなみを整
ととの

えよう。 

西船場
にしせんば

小学校
しょうがっこう

 安全
あんぜん

・安心
あんしん

ルール 

＊児童が人に迷惑をかける行為をした場合は、毅然とした指導を行います。その場合、ご家庭にも連絡の上、連携して適切な処置と問題の解決に努めます。 

＊上記のうち、暴力・いじめ・不登校等に関わることについては、「西船場小学校いじめ防止基本方針」やその他の生活指導上の方針に則り、保護者に連絡の上、問題解決にあたりあます。 

＊ケースによっては、警察や子ども相談センター、区役所、民生委員・児童委員、市教委、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等、関係諸機関と連携して問題解決に臨みます。学校生

活以外の事案に関しては、段階に関わらず関係諸機関との連携となる場合があります。（SNSに係る事案に関しても同様です。） 


